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東京都教育庁処務規則の一部を改正する規則の制定について 

 

東京都教育庁処務規則（昭和 45 年東京都教育委員会規則第 34 号）の一部を以下の

とおり改正する。 

 

 

１ 改正理由 

  グローバル人材育成部の設置に伴い、所要の規定整備を行う。 

 

 

２ 改正内容 

（１）教育庁の部課として、指導部の次に、グローバル人材育成部、国際教育企画課

及び国際交流教育課を追加する。 

（２）グローバル人材育成部に主任指導主事を置く旨規定する。 

（３）主任指導主事はグローバル人材育成部長の命を受け、学校教育に関する専門的

事務を処理する旨規定する。 

（４）国際教育企画課及び国際交流教育課の分掌事務を規定する。 

 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日から施行する。 
















